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【手続補正書】
【提出日】平成28年11月14日(2016.11.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータ化された画像レジストレーションプロセスであって、
　ａ．１人の被験者の隣接組織切片の１組のデジタル画像から第１組織切片の第１デジタ
ル画像を選択するステップと、
　ｂ．前記１組から第２組織切片の第２デジタル画像を選択するステップと、
　ｃ．前記第１デジタル画像と前記第２デジタル画像との間で組織構造を照合するステッ
プであって、粗いレジストレーションモードを含み、前記第１デジタル画像および前記第
２デジタル画像の整列の精度を高めるための精細レジストレーションモードをさらに含む
、ステップと、
　ｄ．前記第１デジタル画像上に描かれた注釈を前記第２デジタル画像に自動的にマッピ
ングするステップと
を含む、コンピュータ化された画像レジストレーションプロセス。
【請求項２】
　請求項１記載のコンピュータ化された画像レジストレーションプロセスにおいて、前記
第１デジタル画像が、染料および撮像モードを使用して得られた画像から導き出され、前
記第２デジタル画像が、前記第１デジタル画像と比較して、異なる染料、異なる撮像モー
ド、または双方を使用して得られた画像から導き出される、コンピュータ化された画像レ
ジストレーションプロセス。
【請求項３】
　請求項２記載のコンピュータ化された画像レジストレーションプロセスにおいて、前記
染料が、ヘマトキシリンおよびエオシン染料（「ＨＥ」染料）、免疫組織化学染料（「Ｉ
ＨＣ」染料）、または蛍光染料から選択される、コンピュータ化された画像レジストレー
ションプロセス。
【請求項４】
　請求項２記載のコンピュータ化された画像レジストレーションプロセスにおいて、前記
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撮像モードが、明視野顕微鏡検査および蛍光顕微鏡検査から選択される、コンピュータ化
された画像レジストレーションプロセス。
【請求項５】
　請求項１記載のコンピュータ化された画像レジストレーションプロセスにおいて、前記
粗いレジストレーションモードが、
　前記第１デジタル画像から第１グレー・レベル組織前景画像を生成し、前記第２デジタ
ル画像から第２グレー・レベル組織前景画像を生成するステップと、
　前記第１グレー・レベル組織前景画像から第１組織二進エッジ・マップを計算し、前記
第２グレー・レベル組織前景画像から第２組織二進エッジ・マップを計算するステップと
、
　前記第１二進エッジ・マップおよび前記第２二進エッジ・マップを整列するために、グ
ローバル変換パラメータを計算するステップと、
　前記グローバル変換パラメータに基づいて、前記第１および第２デジタル画像の双方を
含む共通格子に、前記第１デジタル画像および前記第２デジタル画像をマッピングするス
テップと
を含む、コンピュータ化された画像レジストレーションプロセス。
【請求項６】
　請求項５記載のコンピュータ化された画像レジストレーションプロセスにおいて、前記
グローバル変換パラメータを計算するステップが、モーメントベースのマッピング方法を
使用して、前記第１二進エッジ・マップと前記第２二進エッジ・マップとの間にアフィン
・マッピングを生成するステップを含む、コンピュータ化された画像レジストレーション
プロセス。
【請求項７】
　請求項１記載のコンピュータ化された画像レジストレーションプロセスにおいて、前記
精細レジストレーションモードが、前記第１デジタル画像に注釈を付けるステップと、前
記共通格子上における前記注釈を、前記第２デジタル画像における対応する位置にマッピ
ングするステップと、前記二進組織エッジ・マップに基づいて、面取り距離照合を使用し
て、前記位置を更新するステップとを含む、コンピュータ化された画像レジストレーショ
ンプロセス。
【請求項８】
　請求項７記載のコンピュータ化された画像レジストレーションプロセスにおいて、前記
組織エッジ二進マップの抜粋バージョンが使用され、前記方法が、更に、前記粗いレジス
トレーションモードに対して照合を改良する最少コスト・ウインドウを選択するステップ
を含む、コンピュータ化された画像レジストレーションプロセス。
【請求項９】
　画像レジストレーションシステムであって、
　ｅ．プロセッサと、
　ｆ．前記プロセッサによる実行のための命令を収容するメモリであって、前記命令が実
行されると、組織構造の照合に基づいて隣接組織切片の１つ以上の画像を整列して１組の
整列画像を得ることであって、前記１つ以上の画像の各々が、異なる染料、異なる撮像モ
ード、または双方を使用して準備されることと、ユーザによって前記整列された画像の１
つに付けられた注釈を、前記整列された画像の少なくとも他の１つに複製することの内１
つ以上が行われ、画像を整列するための前記命令が、粗いレジストレーションプロセスお
よび精細レジストレーションプロセスを含むレジストレーションモジュールを含む、メモ
リと、
　ｇ．前記命令を実行するように前記プロセッサを動作させるクライアント・ユーザ・イ
ンターフェースと、
　ｈ．前記クライアント・ユーザ・インターフェース、前記第１画像および前記第２画像
、結果、ならびにその組み合わせを表示することができるモニタと、
を含む、画像レジストレーションシステム。
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【請求項１０】
　請求項９記載の画像レジストレーションシステムであって、前記プロセッサと、前記メ
モリと、前記クライアント・ユーザ・インターフェースと、前記モニタとを含むコンピュ
ータの少なくとも１つを含むワークステージョン上に実装される、画像レジストレーショ
ンシステム。
【請求項１１】
　請求項９記載の画像レジストレーションシステムであって、コンピュータ・ネットワー
ク上に実装される、画像レジストレーションシステム。
【請求項１２】
　請求項１１記載の画像レジストレーションシステムにおいて、前記コンピュータ・ネッ
トワークが、１つ以上のクライアント・コンピュータと、サーバと、ネットワーク・アク
セス可能なデータベースとを含み、全てがネットワークを介して接続され、前記１つ以上
のクライアント・コンピュータが、前記プロセッサと、前記モニタと、前記クライアント
・ユーザ・インターフェースとを含み、前記ネットワーク・アクセス可能なデータベース
が、少なくとも１組の隣接組織切片の画像を格納し、前記メモリが、前記サーバまたは１
つ以上のクライアント・コンピュータ、または双方に存在する、画像レジストレーション
システム。
【請求項１３】
　請求項９記載の画像レジストレーションシステムにおいて、前記粗いレジストレーショ
ンプロセスが、デジタル画像からソフト加重前景画像を計算し、前記前景画像から二進組
織エッジ・マップを抽出し、前記組織エッジ・マップに基づいてグローバル変換パラメー
タを計算し、前記グローバル変換パラメータに基づいて、前記組織エッジ・マップを共通
格子にマッピングする命令を含む、画像レジストレーションシステム。
【請求項１４】
　請求項９記載の画像レジストレーションシステムにおいて、前記精細レジストレーショ
ンプロセスが、第１整列画像上の注釈を囲む第１領域を識別し、第２整列画像において第
２領域を識別し、前記第２領域が前記第１領域よりも大きく、前記第１領域と共に共通格
子上に一緒に位置し、距離変換および最少コスト関数計算に基づいて、繰り返しプロセス
を使用して、前記第２領域における前記第１領域の位置を最適化する命令を含む、画像レ
ジストレーションシステム。
【請求項１５】
　画像を整列し、１つの整列画像から他の整列画像に注釈をマッピングするためのコンピ
ュータ・プログラム製品であって、前記コンピュータ・プログラム製品が、コンピュータ
読み取り可能プログラム・コードが埋め込まれた有形コンピュータ読み取り可能記憶媒体
を含み、前記コンピュータ読み取り可能プログラム・コードが、１組の隣接組織切片のデ
ジタル画像からの第１デジタル画像と前記１組の隣接組織切片のデジタル画像からの第２
デジタル画像との間において組織構造を照合するように構成され、前記第１デジタル画像
と前記第２デジタル画像との間の照合は、粗いレジストレーションプロセスおよび精細レ
ジストレーションプロセスを含み、前記１組における各画像が、異なる染料、異なる撮像
モード、または双方を使用して得られ、前記照合した組織構造に基づいて、前記第１デジ
タル画像から前記第２デジタル画像に注釈を転記するように構成される、コンピュータ・
プログラム製品。
【請求項１６】
　請求項１５記載のコンピュータ・プログラム製品において、組織構造を照合することが
、前記第１および第２デジタル画像の各々についてソフト加重前景画像を計算するステッ
プと、前記第１および第２前景デジタル画像の各々について二進組織エッジ・マップを抽
出するステップと、前記第１および第２組織エッジ・マップに基づいてグローバル変換パ
ラメータを計算するステップと、前記グローバル変換パラメータに基づいて前記第１画像
および第２画像を共通格子にマッピングするステップとを含み、前記共通格子が中心を有
し、前記第１前景画像および前記第２前景画像が、各々、中心を有し、前記共通格子の中
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心が、前記第１前景画像の中心および前記第２前景画像の中心と一致するように、前記第
１および第２前景画像が、前記共通格子上に置かれる、コンピュータ・プログラム製品。
【請求項１７】
　請求項１６記載のコンピュータ・プログラム製品において、注釈を転記することが、前
記第１デジタル画像上の注釈を、前記共通格子によって決定される、前記第２画像上の対
応する位置にマッピングするステップを含む、コンピュータ・プログラム製品。
【請求項１８】
　請求項１７記載のコンピュータ・プログラム製品において、前記注釈を転記することが
、更に、前記第１画像上の前記注釈の周囲に第１ウインドウを定めるステップを含む、前
記精細レジストレーションプロセスに基づいて、前記第２画像上の前記注釈の位置を調節
するステップと、
　前記第２画像上の前記注釈の周囲に第２ウインドウを定めるステップであって、前記第
２ウインドウが前記第１ウインドウよりも大きい、ステップと、
　前記第２ウインドウ内に、前記第１ウインドウと同じサイズを有する第３ウインドウを
繰り返しシフトするステップと、
　前記第３ウインドウの各位置について、距離変換およびコスト関数計算に基づいて、前
記第３ウインドウに対して最適位置を計算するステップと、
　前記第３ウインドウの最適位置に基づいて、前記第２画像における前記注釈の位置を調
節するステップと、
を含む、コンピュータ・プログラム製品。
【請求項１９】
　１組の隣接組織切片のデジタル画像からの第１デジタル画像から、前記１組の隣接組織
切片のデジタル画像の内第２デジタル画像に注釈をマッピングする方法であって、
　ｉ．前記１組から前記第１画像を選択するステップと、
　ｊ．前記１組から前記第２画像を選択するステップと、
　ｋ．任意に前記第１画像に注釈を付けるステップと、
　ｌ．組織構造を照合することに基づいて、共通格子上において前記第１画像を前記第２
画像と整列する結果となる命令を実行するように、コンピュータ・プロセッサに命令する
ステップであって、前記第１画像を前記第２画像と整列することは、粗いレジストレーシ
ョンプロセスおよび精細レジストレーションプロセスを含む、ステップと、
　ｍ．前記第１画像から前記第２画像に注釈を転記するように、前記コンピュータ・プロ
セッサに命令するステップと、
を含む、方法。
【請求項２０】
　請求項１９記載の方法において、前記命令が、前記第１画像および前記第２画像が整列
されたときに自動的に実行される、方法。
【請求項２１】
　請求項２０記載の方法において、前記整列するステップが、前記第１画像および前記第
２画像の各々についてソフト加重前景画像を計算するステップと、前記第１前景画像およ
び前記第２前景画像の各々に対して二進組織エッジ・マップを抽出するステップと、第１
組織エッジ・マップおよび第２組織エッジ・マップに基づいてグローバル変換パラメータ
を計算するステップと、前記グローバル変換パラメータに基づいて前記第１画像および前
記第２画像を共通格子上においてマッピングするステップとを含む、方法。
【請求項２２】
　請求項２１記載の方法において、前記共通格子が中心を有し、各前景画像が中心を有し
、前記共通格子の中心が、前記第１画像および前記第２画像の各々に対する前記前景画像
の中心に対応する、方法。
【請求項２３】
　請求項２２記載の方法において、前記注釈を転記するステップが、最初に前記第１画像
上の注釈を前記共通格子にマッピングし、次いで、前記共通格子の注釈を、前記第２画像
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上の対応する位置にマッピングするステップを含む、方法。
【請求項２４】
　請求項２３記載の方法において、前記注釈が、更に、前記第１画像における前記注釈の
周囲に第１ウインドウを定める動作を含む、精細レジストレーションプロセスに基づいて
、前記第２画像上の前記注釈の位置を調節するステップと、前記第２画像内に第２ウイン
ドウを定めるステップであって、前記第２ウインドウが前記第１ウインドウよりも大きい
が前記共通格子上において前記第１ウインドウと実質的に一緒に位置する、ステップと、
距離変換およびコスト関数計算に基づいて、繰り返しプロセスを使用して、前記第２ウイ
ンドウにおける前記第１ウインドウについての最適位置を計算するステップとを含む、方
法。
【請求項２５】
　請求項２０記載の方法において、ユーザが、コンピュータ・インターフェースを通じて
、前記コンピュータ・プロセッサによって転記される前記注釈の位置、サイズ、および形
状の内少なくとも１つを手動で調節する、方法。
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